
非常勤職員採用手続きに係る必要書類一覧 

 
①理事宛の申請書（非常勤職員人事規程 別紙様式１） 

※運営費（プロジェクト型を除く）における、当年度雇用計画上の採用者については不要。 
 

②学長宛の申請書（非常勤職員人事規程 別紙様式２ 及び ２の別紙） 
 
 ③職務内容調書（非常勤職員人事規程 別紙様式６） 
 
☆④履歴書（任意様式、但し写真貼付の上、氏名のふりがなを記載のこと。） 
  ※継続雇用の場合は省略可。 
 
☆⑤住民票記載事項証明書（住所・氏名・生年月日・性別が記載されているもの） 

※継続雇用の場合は省略可。 
※必ずマイナンバーを記載していないものを提出してください。 
※採用予定者が本学在学生の場合のみ、在学証明書で可（在学証明書については、継続雇

用の場合であっても提出が必要ですが、4 月採用の場合等で、指導教員や授業登録が完

了していない場合は、後日提出で構いません）。 
 
☆⑥在留カードの両面の写し（採用予定者が外国籍の場合のみ提出） 

※継続雇用で、かつ前回提出した時点から在留カードの変更・更新がない場合は省略可。 
 
⑦指導教員の確認書（採用予定者が本学在学生の場合のみ提出、任意様式） 

  ※非常勤職員としての勤務が学業に支障が無い旨の確認書。4 月採用の場合等、指導教員

や授業登録が完了していない場合は、後日提出で構いません。 
 
⑧確認書（非常勤職員人事規程 別紙様式５、ﾌﾙﾀｲﾑ非常勤職員として採用する場合のみ提出） 

  ※非常勤職員人事規程第 5 条の 4 の適用により、通算雇用期間の上限を「5 年」から「10
年」と読み替える者については、ﾌﾙﾀｲﾑ非常勤職員として雇用できる期間が当該 10 年目

に達する日までとなりますのでご留意ください。 
 

⑨人件費が措置されていることを証明する資料（外部資金で採用する場合のみ提出） 
 
※上記書類の内、☆印が記載されている書類は、採用予定者本人に提出いただく書類です。 



 
○支給される日（時）給が定額でない非常勤職員（研究員、医療系職員等）については、以下

の書類も併せて提出してください（過去に提出済みの書類については省略可）。 
  

・高校以降の卒業・修了証書の写し（Ａ４縮小） 又は 卒業・修了証明書の原本 
・修士・博士学位記（又は学位取得に係る証明書、取得者のみ提出） 
・勤務証明書（非常勤職員人事規程 別紙様式４、職歴がある場合のみ提出） 

  ・免許資格等の証明書の写し（免許・資格等を必要とする職務に就く場合のみ提出） 
  ・戸籍抄（謄）本（各証明書と住民票記載事項証明書の記載氏名が異なる場合のみ提出） 
   ※改姓等により、各証明書（卒業証明、勤務証明等）に記載された氏名と住民票記載事項証明書に記載

された氏名が異なる場合、改姓名の履歴が確認できる戸籍抄（謄）本をご提出願います。 
 
○初めて通算雇用期間が５年に達する日を超えて採用する場合、当該非常勤職員の人件費を拠

出する経費（財源）に応じて、以下の書類も併せて提出してください（過去に提出済みの場

合については省略可）。 
 

①運営費又は大学（学部を含む）で留保（管理）する間接経費で雇用する場合 
・5 年超雇用に係る推薦書 

 
  ②上記①以外の経費（外部資金）で雇用する場合 

・5 年超雇用に係る申立書（採用を申請する教員等が記入して提出） 
・5 年超雇用に係る同意書（採用される非常勤職員本人が記入して提出） 

 
 
 
 
（参考） 

非常勤職員給与の定額化に伴い、一般職本給表（一）及び一般職本給表（二）が適用される非常勤職員（事

務補佐員、技能補佐員（臨時用務員の一部を除く）、技術補佐員（医療系職員等を除く）の給与は以下のとおり。 

日 給 額 時 給 額 

８，０００円 １，０００円 

※平成２２年４月１日以降に新たに雇い入れられた非常勤職員のみ適用。 
※国家公務員法等の改正により、年度途中で単価が改正（上昇）になる可能性があります。 


